
Ⅰ．専用使用料

一　般 小・中学生
　
① 09:00 〜 11:00 5,460 2,730 10,920 54,600 109,200 

② 11:00 〜 13:00 5,460 2,730 10,920 54,600 109,200 

③ 13:00 〜 15:00 6,820 3,410 13,640 68,200 136,400 

④ 15:00 〜 17:00 6,820 3,410 13,640 68,200 136,400 

⑤ 17:00 〜 19:00 8,190 4,090 16,380 81,900 163,800 

⑥ 19:00 〜 21:00 8,190 4,090 16,380 81,900 163,800 

① 09:00 〜 11:00 2,180 1,090 4,360 21,800 43,600 

② 11:00 〜 13:00 2,180 1,090 4,360 21,800 43,600 

③ 13:00 〜 15:00 2,730 1,360 5,460 27,300 54,600 

④ 15:00 〜 17:00 2,730 1,360 5,460 27,300 54,600 

⑤ 17:00 〜 19:00 3,270 1,630 6,540 32,700 65,400 

⑥ 19:00 〜 21:00 3,270 1,630 6,540 32,700 65,400 

① 09:00 〜 11:00 1,090 540 

② 11:00 〜 13:00 1,090 540 会議室・研修室 1時間につき

③ 13:00 〜 15:00 1,370 680 9：00～13：00 410 

④ 15:00 〜 17:00 1,370 680 13：00～17：00 480 

⑤ 17:00 〜 19:00 1,630 810 17：00～21：00 620 

⑥ 19:00 〜 21:00 1,630 810 

① 09:00 〜 11:00 550 270 

② 11:00 〜 13:00 550 270 

③ 13:00 〜 15:00 680 340 Ⅱ個人使用料

④ 15:00 〜 17:00 680 340 区分 1時間

⑤ 17:00 〜 19:00 820 410 一般　 150 

⑥ 19:00 〜 21:00 820 410 小・中学生 70 

① 09:00 〜 11:00 680 340 

② 11:00 〜 13:00 680 340 

③ 13:00 〜 15:00 820 410 

④ 15:00 〜 17:00 820 410 

⑤ 17:00 〜 19:00 950 470 

⑥ 19:00 〜 21:00 950 470 

※１．メインアリーナを分割して使用する場合は、３分の２、2分の１、３分の１、４分の１となります。

※２．サブアリーナを分割して使用する場合の使用料は、2分の１となります。

※３．市外者登録の使用料は上記の５割増しとなります。

（使用料の額に、10円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた額となります。）

営利を目的としない場合
入場料を徴収
する場合

営利を目的とする場合

　※１．　会議室を分割して使用する場合の
使用料は、3分の１、3分の２となります。
　※２．　市外者登録の使用料は上記の5割
増しとなります。

※１．　使用時間が超えた場合は30分
毎に超過料金が必要です。
※２．　市外者登録の使用料は上記の5
割増しとなります。

使用料には、この表に規程する額に消費税相当額が加算されています。

入場料を徴収
しない場合

入場料を徴収
する場合

入場料を徴収しない場合

浦安市運動公園総合体育館　使用料金表
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